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米国特許情報 

自明であると認定された場合、どのようにして認定されたかについて 

確認することの重要性が示された最近の CAFC判決 
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１. はじめに 

米国の特許プロセキューションにおいて、クレーム発明が一応自明であると審査官によって推

定された場合、自明ではないことの立証責任は審査官サイドから出願人サイドへシフトされます

（MPEP 2142）。なお、出願人は、この際、自明ではないことを示す追加の証拠を提出すること

も認められています。 

 

先行技術文献に鑑み、クレーム発明が一応自明であると認定された場合、出願人は、幾つかの

対応を行うことが可能です。たとえば、クレーム発明が自明ではない旨を反論により立証するこ

とによって、当該認定を克服することが可能な場合があります。この場合、審査官／PTABがど

のようにして一応自明であるとの認定を行ったかが問題になることがあります。 

 

クレーム発明が一応自明であるとの認定に対し、PTABがどのようにして一応自明であるとの

認定を行ったかが問題になった CAFC判例があります。この CAFC 判例について、以下に詳細

に説明します。 
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